
転倒災害防止について 

転倒による労働災害（以下「転倒災害」という。）については、休業４日以上の死傷災害
の中で、最も多く発生しています。転倒災害が増えている理由の一つとして、働く人の高

齢化が挙げられ、高年齢労働者は身体の平衡機能や敏捷性、視認性が低下するため、転倒
しやすく、また、つまずいて転倒しただけであっても災害の重篤度が高まる傾向があります。 

そのため、転倒災害防止対策は取り組まなければならない課題の一つとして積極的に取
り組み、「４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）」、床面の水濡れの除去等の対策のほか、次の具

体的な対策を行うことが重要です。 

１ 転倒災害を発生させる環境要因の解消（ハード対策） 

作業場・通路などの照度を高く保つとともに、つまずきや滑り等それぞれに係る環境

要因を解消する物理的対策（ハード対策）を実施する。 

２ 労働者の高齢化に伴う身体機能の低下への対策（ソフト対策）の促進 

転倒災害の実態に鑑みれば、ハード対策のみでは不十分であり、特に労働者の高齢化

に伴う身体機能の低下への対策（ソフト対策）として、以下の取組が重要です。 

(1) 身体機能の低下への対応 

転倒災害の原因として、特に障害物や凹凸のないところでつまずいて転倒したものや、

足がもつれて転倒したものが多数を占めており、これらは労働者の身体機能の低下がそ

の要因として大きいと考えられることから、「転倒等リスク評価セルフチェック票」を活

用した身体機能の低下に起因する転倒リスクの可視化及び身体機能の維持向上のための

取組を促進しています。 

(2) 骨粗鬆症対策 

中高年齢の女性労働者においては、転倒による骨折のリスクが高くなっており、市町

村によっては健康増進事業として、一定年齢の女性の住民を対象として骨粗鬆症検診を

実施しているので、その受診勧奨をしています。 
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